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２
０
２
１
年
12
月
２
日
、
衆

議
院
第
２
議
員
会
館
で
「
医

師
・
歯
科
医
師
の
声
を
聴
い
て

く
だ
さ
い　

診
療
報
酬
は
大
幅

引
き
上
げ
を
！
」
国
会
内
集
会

が
開
催
さ
れ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の

受
診
抑
制
に
よ
る
減
収
と
、
感

染
対
策
で
疲
弊
し
厳
し
い
経
営

状
況
が
続
く
医
療
機
関
の
診
療

報
酬
の
引
き
上
げ
を
求
め
、
Ｗ

ｅ
ｂ
参
加
を
含
め
１
３
０
人
以

上
が
参
加
。
当
会
か
ら
は
中
島

幸
裕
理
事
長
が
Ｗ
ｅ
ｂ
で
参
加

し
た
。

　

集
会
に
は
国
会
議
員
４
名
が

参
加
し
診
療
報
酬
に
つ
い
て
の

意
見
を
述
べ
、
引
き
上
げ
に
向

け
て
尽
力
す
る
決
意
を
表
明
し

た
。
集
会
で
は
昨
年
10
月
か
ら

全
国
の
協
会
で
取
り
組
ま
れ
た

「
疲
弊
し
た
医
療
提
供
体
制
を

立
て
直
す
診
療
報
酬
改
定
を
求

め
る
医
師
・
歯
科
医
師
要
請
署

名
」
を
出
席
し
た
国
会
議
員
へ

手
渡
し
た
。

　

要
請
内
容
は
、
①
国
民
に
必

要
な
医
療
を
安
定
し
て
提
供
す

る
た
め
、
基
本
診
療
料
（
初
・

再
診
料
、
入
院
基
本
料
な
ど
）

と
算
定
頻
度
の
高
い
診
療
行
為

を
中
心
に
、
診
療
報
酬
を
10
％

以
上
引
き
上
げ
る
こ
と
、
②
新

型
コ
ロ
ナ
感
染
症
へ
の
対
応
に

係
る
診
療
報
酬
で
あ
る
医
科
・

歯
科
・
入
院
の
感
染
症
対
策
実

施
加
算
、
乳
幼
児
感
染
予
防
策

加
算
に
つ
い
て
の
評
価
を
引
き

上
げ
、
基
本
診
療
料
に
包
括
し

て
恒
久
化
す
る
こ
と
を
含
め
改

定
に
盛
り
込
む
こ
と
、
③
患
者

窓
口
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
の

３
項
目
。

　

署
名
は
県
内
分
１
４
３
筆
を

含
め
全
国
か
ら
１
万
３
３
５
筆

が
寄
せ
ら
れ
、
岸
田
文
雄
内
閣

総
理
大
臣
、
後
藤
茂
之
厚
生
労

働
大
臣
、
鈴
木
俊
一
財
務
大
臣

へ
も
届
け
ら
れ
た
。

　

集
会
の
冒
頭
、
全
国
保
険
医

団
体
連
合
会
（
保
団
連
）
の
住

江
憲
勇
会
長
は
、「
診
療
報
酬

は
、
医
療
の
再
生
産
の
た
め
の

原
資
で
も
あ
る
」
と
発
言
。

「
診
療
報
酬
の
引
き
下
げ
は
患

者
さ
ん
が
受
け
る
医
療
に
も
影

響
す
る
。
よ
り
良
い
医
療
を
提

供
す
る
た
め
に
診
療
報
酬
の
大

幅
引
き
上
げ
が
必
要
」
と
声
を

上
げ
た
。

　

基
調
提
案
で
武
村
義
人
保
団

連
副
会
長
（
兵
庫
協
会
副
理
事

長
）
は
、「
２
０
２
０
年
度
の

国
民
医
療
費
は
前
年
度
比
で

１
兆
４
千
億
円
減
少
し
大
変
な

状
況
。
診
療
報
酬
10
％
の
引
き

上
げ
を
目
指
し
働
き
か
け
を
強

め
て
い
き
た
い
」
と
意
気
込
み

を
語
っ
た
。

　

財
務
省
は
診
療
報
酬
の
マ
イ

ナ
ス
改
定
が
必
要
と
し
、「
高

齢
者
の
自
然
増
に
よ
り
、
医
療

費
全
体
は
増
加
す
る
の
で
改
定

が
無
く
て
も
医
療
機
関
の
収
入

は
増
え
る
」
と
の
主
張
に
武
村

副
会
長
は
、「
患
者
が
増
え
れ

ば
材
料
費
、
人
件
費
も
増
え

る
。
そ
の
手
当
は
一
切
考
え

て
い
な
い
乱
暴
な
論
理
」
と

断
じ
、
余
裕
を
持
っ
た
医
療

提
供
体
制
の
構
築
が
必
要
と

診
療
報
酬
の
引
き
上
げ
を
訴

え
た
。

　

そ
の
ほ
か
全
国
か
ら
国
会

に
集
ま
っ
た
医
師
・
歯
科
医

師
よ
り
、
診
療
報
酬
改
定
率

の
引
き
上
げ
を
求
め
運
動
を

強
め
て
い
こ
う
と
の
発
言
が

相
次
い
だ
。

　

重
度
の
難
聴
者
（
児
）
に
は

補
助
制
度
が
あ
る
が
、
軽
度
か

ら
中
等
度
の
難
聴
者
（
児
）
に

は
補
助
制
度
が
な
い
。
難
聴

は
、
子
ど
も
は
発
達
上
大
き
な

影
響
が
あ
り
、
高
齢
者
は
認
知

症
の
リ
ス
ク
と
な
る
。
こ
う
し

た
現
状
を
踏
ま
え
、
12
月
14
日

に
行
わ
れ
た
理
事
会
で
協
議

し
、
12
月
20
日
に
後
藤
茂
之
厚

生
労
働
大
臣
と
県
選
出
国
会
議

員
に
補
助
等
を
求
め
る
要
望
書

を
提
出
し
た
。
舟
山
康
江
参
議

院
議
員
か
ら
は
、
早
速
「
尽
力

し
た
い
」
と
連
絡
が
あ
っ
た
。

　

理
事
会
で
は
、
難
聴
患
者
診

療
時
に
使
用
す
る
拡
声
器
の
購

入
補
助
を
、
医
療
機
関
向
け
に

行
う
べ
き
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の

中
で
マ
ス
ク･

手
洗
い
の
徹
底

と
密
を
避
け
る

人
流
制
限
、
そ

し
て
ワ
ク
チ
ン

接
種
は
日
本
で

は
常
識
な
の
で
す
が
、
報
道
を

見
る
限
り
欧
米
の
国
々
で
は
マ

ス
ク
な
し
の
会
食
や
大
勢
で
の

ス
ポ
ー
ツ
観
戦
な
ど
、
危
機
感

が
薄
い
印
象
で
す
。
ワ
ク
チ
ン

へ
否
定
的
な
人
が
多
い
の
も
日

本
人
か
ら
見
る
と
不
思
議
で
す
。

　

地
球
の
片
隅
で
発
生
し
た
変

異
ウ
イ
ル
ス
株
が
、
瞬
く
間
に

全
世
界
に
拡
散
す
る
。
そ
ん
な

狭
い
世
界
に
住
ん
で
い
る
こ
と

を
改
め
て
認
識
す
る
と
同
時

に
、
コ
ロ
ナ
禍
が
国
内
外
の
貧

富
格
差
や
、
人
種
間
の
軋
轢
、

政
治
と
経
済
の
ひ
ず
み
、
気
候

変
動
と
環
境
破
壊
等
の
問
題
を

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
契
機
に

も
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

経
済
活
動
が
制
限
さ
れ
る
中

で
、
資
本
主
義
経
済
の
ひ
ず
み

が
明
瞭
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

昨
年
は
ソ
連
崩
壊
か
ら
30
年
、

資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
東
西

冷
戦
は
資
本
主
義
の
勝
利
に
終

わ
っ
た
と
多
く
の
人
が
考
え
ま

し
た
。
し
か
し
30
年
後
の
現

在
、
豊
か
さ
へ
の
欲
望
を
原
動

力
と
す
る
資
本
主
義
は
経
済
成

長
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
の
果

実
の
分
配
は
著
し
く
偏
っ
て
い

ま
す
。
上
位
数
％
の
富
裕
層
が

世
界
の
富
の
過
半
を
占
有
し
多

く
の
人
々
は
あ
ま
り
恩
恵
を
受

け
て
い
ま
せ
ん
。
過
度
な
利
益

追
求
主
義
で
な
く
、
ま
た
独
裁

強
権
的
で
も
な
い
民
主
的
体
制

下
で
の
資
本
・
社
会
主
義
が
求

め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
に
人
類
が
コ
ロ
ナ
禍
か
ら

学
び
、
一
歩
前
進
す
る
鍵
が
あ

り
そ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ｋ
）

つ ば さ

診
療
報
酬
の
大
幅
引
上
げ
を
求
め

　
国
へ
会
員
署
名
提
出

令和３年12⽉20⽇ 
 
厚⽣労働⼤⾂ 後藤 茂之 様 
 

補聴器購⼊補助等の改善をはじめ、難聴(児)者への⽀援の拡充を求める要望書 
 

⼭形県保険医協会 
理事⻑ 中島 幸裕 

〒990-0043 ⼭形市本町2-1-2 
TEL 023(642)2838 
FAX 023(642)2839 

 
国⺠医療の確保へのご尽⼒に敬意を表します。 
さて、聴⼒に障害があり、障害者総合⽀援法の⾝体障害者障害程度等級2級〜6級に該当する場合は、

補聴器が「補装具費⽀給制度」の対象とされますが、軽度・中等度難聴(児)者については、「補装具費⽀
給制度」の対象となっていません。 

特に⼦どもにとって聞こえは、発達・学業に⼤きな影響があります。また、成⼈にとっては仕事にも
⽀障があり、⽼⼈にとっては認知症や命に関わります。 

2017年7⽉開催の国際アルツハイマー病会議でランセット国際委員会は、難聴を認知症の危険因⼦の
⼀つに挙げ、2020年には「予防可能な40%の12の要因の中で難聴は最も⼤きな危険因⼦」と指摘してい
ます。難聴のためにコミュニケーションがうまくいかなくなると、⼈との会話を避けるようになってし
まい、抑うつ状態に陥ったり、社会的に孤⽴してしまう危険もあるとされています。コロナ禍によるマ
スク着⽤の会話なども拍⾞を掛けています。 

軽度・中等度難聴児に対する補聴器購⼊費等助成制度は、全ての都道府県で創設されていますが、⾃
治体によって制度の内容が⼤きく異なっています。また、成⼈については、制度そのものがない⾃治体
もあります。どこの⾃治体に住んでいても、軽度・中等度難聴(児)者に対して⼗分な補助が⾏われるべ
きです。しっかりとした補助を⾏うことで、⼦どもの発達や成⼈の仕事を⽀え、認知症予防にも⼤きな
効果が期待できます。 

こうしたことから、下記の改善を求めます。 
 

記 
 
１．⾝体障害者福祉法による聴覚障害者認定基準を国際基準(WHO)に緩和してください。 
 
２．国の財政負担により、軽度・中等度難聴(児)者に対する補聴器の購⼊費及び修理費に対する補助を

実施してください。 
 
３．補聴器の購⼊費及び修理費の対象に下記を追加してください。 

①対象者に⾮難聴側が正常の⽚側難聴、⾼⾳急墜型、聴覚情報処理障害(児)者を加えること 
②イヤーモールド、両⽿補聴器、無線式補聴援助装置、外⽿形態異常に対する軟⾻電動補聴器を購⼊

費の補助対象とすること 
以上 

Webで集会に参加した中島理事長

診療報酬の引上げを求める全国の参加者

軽
度
・
中
等
度
難
聴（
児
）者
へ
の
補
助

求
め
厚
労
大
臣
・
国
会
議
員
へ
要
請

　なお、例年県内４会場で行っている「新点
数検討会」ですが、新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から今回も中止し、前回同
様「YouTube」での動画配信を予定していま
す。詳細はテキストに同封予定のご案内をご
確認ください。

　協会では、４月に行われる診療報酬改定の内容をわかりやすくまとめた
テキスト、「点数表改定のポイント」を発刊いたします。
　お申し込みいただいた会員の先生には１冊無料でお届けします。
（２冊目以降は１冊 2，500円で承ります）
お申し込み締め切りは２月 24日（木）までです。
お早めにお申し込みください。

２面…インボイス制度の概要と影響

３面…診療報酬改定の動向

４面…歯科総行動集会

５面…日本の城郭

６面…気になるワインの話
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